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平成２５年２月２２日 

チーム医療推進会議 

座長 永 井 良 三 殿 

日本医師会常任理事 

                        藤 川 謙 二   

 

意 見 書 

 

前回会議において、貴職より年度内の報告書の取りまとめが示唆されたところ

であり、以下の通り意見を申し述べますので、ご検討のほどよろしくお願いいた

します。 

１．報告書の取りまとめは両論併記 

これまで３年にわたり議論してきたものの、なお合意に至らないということは、チーム医

療推進会議のみならず、第一線の医療現場で働く医師・看護師等当事者で意見が分かれてい

るからであり、そのような場合には、意見が異なる部分について両論併記とすることが適切

である。 

（１） 法令で診療の補助を規定することには限界があり、反対である。 

 日進月歩の医療にあって、過度の細分化・明確化は現場にとってプラスとはならない。「診

療の補助」は常設の審議会で検討するようなものではなく、現場の医師と看護師等で的確

に医療安全を担保し、医行為を実施している現状を理解する必要がある。 

 法令で定めることにより、むしろ現場で業務への萎縮等を引き起こし、チーム医療を阻害

する。 

（２）難易度が高い行為については、研修をした上で実施することを努力義務と

する。医師の指示を「包括的指示」と「具体的指示」に区別することは困難

である。 

 同じ行為を実施するにもかかわらず、包括的指示と具体的指示とを区別し、一方は研修を

義務づけ、一方は努力義務とすることは医療安全上整合性に欠ける。 

 医師の指示は、患者の病態・診療の補助の内容・看護師の業務経験等によって判断される

ものであり、現場でのチーム医療を推進するためには「包括的指示」「具体的指示」の区

別を押し付けるべきではない。そもそも難易度の高い行為は、医師の具体的な指示を受け

て行うことが医療安全上望ましい。 
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 従って、技術的あるいは判断の難易度が高い行為については、研修を受けて実施すること

を努力義務とするに止めるべきである。 

（３）特定行為を含む診療の補助のさらなる検討が必要である。 

 現在の案では、様々な団体から「絶対的医行為」とすべきとされた行為が、「特定行為」

に限らず、一般の診療の補助の中に含まれている。医療安全のため、リスクの高い行為は

排除すべきであり、看護師の過重労働や責任の増大への不安にも配慮した内容とすべきで

ある。 

（４）研修内容について 

 必要な知識・技術について、研修カリキュラムのガイドライン等を策定すれば、研修の質

は、研修施設の自律性に任せても十分担保できる。 

 それぞれの現場が必要とする領域や行為によって様々な内容の研修が想定される。「指定

研修」と「院内研修」とを区別する必要はなく、弾力的運用とし、現場の自律性に任せる

べきである。 

（５）看護師籍について 

 上記研修内容に鑑みても、看護師籍に登録すべき内容ではなく、研修施設が修了証を発行

すれば十分である。 

 研修を修了しても、これまで通り現場での医師による能力の勘案は必要である。 

（６）看護師の責任について 

 看護師が難易度の高い行為を実施することは、今まで以上に重い責任を負う可能性があり

うる。 

 

２．今後について 

（１）試行事業のあり方を再検討すべきである。 

 一部の大学院及び医療機関において、ＮＰ的教育・実習が行われているが、日本には存在

しない制度であり、紛らわしい内容の教育や名称は使用させるべきではない。 

 試行事業対象看護師の研修が、臨床研修医の研修機会等に影響を与えることのないよう、

各医療機関は十分配慮すべきである。 

（２） 本来のチーム医療、多職種の協働等についてさらに検討すべきである。 
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